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平成 29年度障害福祉サービス等報酬改定の概要等について 

 

 

平素より、障害保健福祉行政の推進に、格段の御高配を賜り厚く御礼を申し

上げます。 

さて、障害福祉人材については、更なる処遇改善に引き続き取り組むべく、

競合する他産業との賃金差を解消するとの観点から、本年８月２日に閣議決定

された「未来への投資を実現する経済対策」において、「介護保険制度の下で、

介護人材の処遇については、キャリアアップの仕組みを構築し、月額平均１万

円相当の改善を平成 29 年度から実施する。障害福祉人材の処遇についても、介

護人材と同様の考え方に立って対応する」とされ、政府において、平成 29 年度

に臨時に障害福祉サービス等報酬改定を行うことにより対応することとしてお

ります。 

つきましては、今般、平成 29 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要等を別

添のとおり取りまとめましたので、各都道府県市におかれては、管内市区町村、

関係団体、関係機関に対して情報提供をお願いいたします。 

 

 

 

 

 【照会先】 

 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

 障害福祉課 評価・基準係 

 TEL:03-5253-1111（内線 3036） 

tel:03-5253-1111（内線3036
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平成29年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 

○ 平成29年度障害福祉サービス等報酬改定は、障害福祉人材の処遇改善について、平成
29年度より、キャリアアップの仕組みを構築し、月額平均１万円相当の処遇改善を実施
するため、臨時に1.09％の報酬改定を行うものである。 

１．改定率について 

○ 事業者による、昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築について、手
厚く評価を行うための区分を新設する。 

○ 新設する区分の具体的な内容については、現行の福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の
算定に必要な要件に加えて、新たに、「経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又
は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること（就業規則等の明確な
書面での整備・全ての福祉・介護職員への周知を含む）」とのキャリアパス要件を設け、
これらを全て満たすことを要することとする。 

○ 上記に伴う、福祉・介護職員処遇改善加算の区分と加算率等については、次頁以降の
とおりとする。 

２．平成29年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的考え方とその対応 



【平成27年度から】 
（福祉・介護職員１人当たり月額平均１万２千円相当） 

 

○ 福祉・介護職員処遇改善加算について、平成29年度から、福祉・介護職員の技能・経験等に応じた昇給
の仕組みを構築した事業者に対して、新たな上乗せ評価を行う加算を創設。(報酬改定) 

【平成24年度から】 
（福祉・介護職員１人当たり月額平均１万５千円相当） 

①職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること 
②資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること 
③経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設
けること(新設) 

①又は② 

※ 障害福祉サービス事業者は、加算として得た額以上の賃金改善を実施することが求められる。 

障害福祉サービス等における福祉・介護職員の処遇改善 
（福祉・介護職員処遇改善加算の拡充） 

キャリアパス要件 

左
記
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
原
則

と
し
て
、
加
算
を
取
得
可
能 

【平成29年度から】 
（福祉・介護職員１人当たり月額平均１万円相当） 

①及び② 

①及び②及び③ 
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※就業規則等の明確な書面での整備・全ての福祉・介護職員への周知を含む。 



キャリアパス要件Ⅰ 
 

キャリアパス要件Ⅱ 
 
 
 

 
職場環境等要件 

 
のいずれも満たさず 

加算（Ⅲ） 
(※旧加算(Ⅱ)) 

（月額１万５千円相当） 

加算（Ⅳ） 
(※旧加算(Ⅲ)) 

（加算(Ⅲ)×0.9） 

加算（Ⅴ） 
(※加算(Ⅳ)) 

（加算(Ⅲ)×0.8） 

加算(Ⅱ) 
(※旧加算(Ⅰ)) 

(月額２万７千円相当) 

算
定
要
件 

キャリアパス要件Ⅰ 
 

キャリアパス要件Ⅱ 
 
 
 

 
職場環境等要件 

 
のいずれかを満たす 

キャリアパス要件Ⅰ  
     又は 
キャリアパス要件Ⅱ 
 
 
 

      ＋ 
職場環境等要件を
満たす 

キャリアパス要件Ⅰ  
     及び 
キャリアパス要件Ⅱ 
 
 
      ＋ 
職場環境等要件を満
たす（平成27年4月以
降実施する取組） 
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加算(Ⅰ) 
(新規) 

(月額３万７千円相当) 

キャリアパス要件Ⅰ 
及び 

キャリアパス要件Ⅱ 
及び 

キャリアパス要件Ⅲ 
      ＋ 
職場環境等要件を満た
す（平成27年4月以降
実施する取組） 

(注)「キャリアパス要件Ⅰ」…職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること 
  「キャリアパス要件Ⅱ」…資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること 
  「キャリアパス要件Ⅲ」…経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること 
  「職場環境等要件」…賃金改善以外の処遇改善を実施すること 
  ※就業規則等の明確な書面での整備・全ての福祉・介護職員への周知を含む。 

福祉・介護職員処遇改善加算の区分 



事業者において以下の①～③のいずれかに応じた昇給の仕組みを設けることを新たに要件とする 
                  （就業規則等の明確な根拠規定の書面での整備・全ての福祉・介護職員への周知を含む） 

職位・職責・職務内容等に応じた賃金体系 

①経験 
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処遇改善加算（拡充後）におけるキャリアアップの仕組みのイメージ 

現
行
の
加
算 

職位 月給例 

主任 36万円 

班長 32万円 

一般 28万円 

職位 勤続年数 月給例 

主任 ６年～ 36万円 

班長 ３～６年 32万円 

一般 ～３年 28万円 

②資格 ③評価 

職位 資格 月給例 

主任 
事業者が指定する

資格を取得 36万円 

班長 介護福祉士 32万円 

一般 資格なし 28万円 

職位 実技試験の結果 月給例 

主任 
班長試験で 
Ｓ評価 36万円 

班長 
一般試験で 
Ａ評価以上 32万円 

一般 
一般試験で 
Ｂ評価以下 28万円 

新
し
い
加
算 

どのような場合に昇給
するのかが必ずしも明
らかでない。 

※１ 「経験」…「勤続年数」「経験年数」などを想定。 
※２ 「資格」…「介護福祉士」、 「社会福祉士」、「ＰＳＷ」などを想定。ただし、介護福祉士資格等を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇給が図

られる仕組みであることを要する。 
※３ 「評価」…「実技試験」「人事評価」などを想定。ただし、客観的な評価（採点）基準や昇給条件が明文化されていることを要する。 

(例) (例) (例) 

※昇給の方式は、基本給、手当、賞与等を問わない。 



サービス区分 加算率 

計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援（移行）、地域相談支援（定着） ０％ 

２．加算算定非対象サービス 

１．加算算定対象サービス 

福祉・介護職員処遇改善加算に係る加算率について 
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サービス区分 
福祉・介護職員処遇改善加算の区分に応じた加算率 福祉・介護職員処遇

改善特別加算 加算Ⅰ 加算Ⅱ 加算Ⅲ 加算Ⅳ 加算Ⅴ 

居宅介護 30.3% 22.1% 12.3% 

新加算（Ⅲ）により
算出した単位×0.9 

新加算（Ⅲ）により
算出した単位×0.8 

4.1% 

重度訪問介護 19.2% 14.0% 7.8% 2.6% 

同行援護 30.3% 22.1% 12.3% 4.1% 

行動援護 25.4% 18.5% 10.3% 3.4% 

療養介護 3.5% 2.5% 1.4% 0.5% 

生活介護 4.2% 3.1% 1.7% 0.6% 

重度障害者等包括支援 2.5% 1.8% 1.0% 0.3% 

施設入所支援 6.9% 5.0% 2.8% 0.9% 

自立訓練（機能訓練） 5.7% 4.1% 2.3% 0.8% 

自立訓練（生活訓練） 5.7% 4.1% 2.3% 0.8% 

就労移行支援 6.7% 4.9% 2.7% 0.9% 

就労継続支援Ａ型 5.4% 4.0% 2.2% 0.7% 

就労継続支援Ｂ型 5.2% 3.8% 2.1% 0.7% 

共同生活援助（指定共同生活援助） 7.4% 5.4% 3.0% 1.0% 

共同生活援助（外部サービス利用型指定
共同生活援助） 

17.0% 12.4% 6.9% 2.3% 

児童発達支援 7.6% 5.6% 3.1% 1.0% 

医療型児童発達支援 14.6% 10.6% 5.9% 2.0% 

放課後等デイサービス 8.1% 5.9% 3.3% 1.1% 

保育所等訪問支援 7.9% 5.8% 3.2% 1.1% 

福祉型障害児入所施設 6.2% 4.5% 2.5% 0.8% 

医療型障害児入所施設 3.5% 2.5% 1.4% 0.5% 

＊ 短期入所（併設型・空床利用型）については、本体施設の加算率を適用することとし、短期入所（単独型）については、生活介護の加算率を適用する。 
＊ 障害者支援施設が行う日中活動系サービスについては、施設入所支援の加算率を適用する。 
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